
水道法水質基準等の設定の考え方について  

健康局水道課水道水質管理室   

水道水については、水道法第4条に基づき水質基準が厚生労働省令で規定され  

ており、水道により供給される水は水質基準を満たさなければならないことと  

されている。このほか、毒性評価値が暫定的であったり検出レベルは高くない  

ものの水道水質管理上注意喚起すべきものについては、健康局長通知に基づき、  

水質管理目標設定項目として水質検査や目標値の遵守を指導しているところで  

ある。   

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成15年4月の厚生科学  

審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたもの  

であり、その後の科学的知見の充実・更新等を踏まえて逐次改正していくこと  

としている。   

なお、水道水質基準は大別して病原微生物に関するものと化学物質に関する  

ものに分けられるが、以下本資料では化学物質関係の項目について解説する。  

1．検討対象化学物質の抽出   

平成15年の水質基準見直しに当たっては、可能な限り多くの化学物質を対象  

として検討することを目指し、以下の考え方により検討対象物質が抽出された。   

（1）人の健康に関する項目（農薬を除く。）   

①当時設定されていた水質基準項目（人の健康に関する項目）及び監視項目   

②wHO飲料水水質ガイドライン第3版（以下「WHO－GDWQ」という。・）で健康影  

響の観点からガイドライン値の改訂・追加が検討されている項目   

③諸外国（WllO、米国、EU）で健康影響の観点からガイドライン値や基準値  

が設定されている項目のうち、日本の水道水中で検出報告のあるもの   

④その他、専門的観点から検討する必要のある物質   

（2）農薬   

①まず、国内で使用実績のある農薬のうち、以下のいずれかの要件を満たす  

ものを抽出。  

・除草剤、殺虫剤、殺菌剤ごとに、国内推定出荷量／ADIで上位30位以内  

・国内推定出荷量上位30位以内  

・その他過去からの経緯等から注意すべきもの   

②上記①で抽出された農薬について、測定方法の有無及び検出状況の観点か  
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ら3群に分類し、第1候補群を検討対象農薬とした。第1候補群の分類要  

件は以下のとおり：   

・測定方法があり、かつ、国内推定出荷量が50t以上   

・50t未満であっても現に検出されていれば第1候補群に含める。   

（3）性状に関する項目  

①当時設定されていた水質基準項目（性状に関する項目）及び快適水質項目  

②wHO－GDWQで性状（acceptability）の観点からガイドライン値の改訂・追加  

が検討されている項目  

③その他、専門的観点から検討する必要のある物質  

2．評価値の算出方法  

（1）人の健康の保護に関する項目   

ア．毒性評価  

平成15年の答申においては、WHO－GDWQや国際化学物質安全計画（IPCS）   

環境保健クライテリア等の国際的な評価やその他入手可能な文献情報か  

ら、人の暴露データや各種動物試験等の毒性情報を収集・整理して毒性評  

価を行っている。なお、評価に当たり、暴露源（暴露経路）を考慮している。  

毒性評価は、基本的には、毒性に関する闇値が存在すると考えられる物   

質については岬冷してTDIを求めた。一方、遺伝子  

障害性の発がん性を有する等閥値がないと考えられる物質については、原   

則として当該物質の摂取により生涯を通じたリスク増分が10‾5となるリス   

クレベルをもってTDIに相当する値（以下［vsD］という。）とする方法か、   

リスク評価による方法により評価を行った。  

なお、・舷．れ速度に基づぐノ水展墓準を劇宕■皮瘡する靡にば、食品安   

全基本潜に基づき㈲＿安全委貞会の′爵局を靡てことときれ丁おク、   

周委貞会において、．水道水鰍系／こおいTZ軌討対象とLている教斯こ   

ついて二新たな着座碓Jなきれた歩合（二水道水騨外のj豹野／こ．基   

づぐ彦倉を含む，ノ筈に、逐次、棚の月産し皮びそれに伴うタスク節蓼  

レベンレの変二百／ごついて鮒を行うこととし丁いる。  

イ．評価値の算出  

評価値の算定に当たっては、Ⅷ0等が飲料水の水質基準設定に当たって  

広く採用している方法を基本とし、食物、空気等他の暴露源からの寄与を   

考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じな  

い水準を基として設定している。  

具体的には、閥値があると考えられる物質については、基本的には  
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・1日に飲用する水の量を2L  

・人の平均体重を50k  （WHOでは60k   

坤肖毒副生成物は20％）を割り  
呈三   

とする条件の下で、対象物質の1日暴露量がTDIを超えないように評価値   

を算出した。ただし、物質によっては異なる暴露シナリオを用いている場  

合がある。  

一方、閥値がないと考えられる物質については、VSD又はリスク評価を  

もとに評価値を設定した。  

なお、水質基準は、水道において維持されることが義務づけられている   

ことに鑑み、評価値の設定に当たっては水処理技術及び水質検査技術につ   

いても考慮することとしている。   

（2）性状に関する項目   

色、濁り、においなど生活利用上障害を生ずるおそれのある項目について   

は、水道水の性状として基本的に必要とされる項目を選定し、障害を生ずる   

濃度レベルを基に評価を行い、評価値を設定した。  

3．水質基準等の考え方と分類方法  

（1）水質基準項目   

水質基準項目については、水道事業者等はこの基準に適合した水の供給が   

義務づけられることとなり、定期的な水質検査が義務づけられる。   

水質基準項目にはより広範囲な項目が含まれるようにすべきであるが、一   

方、例えば毒性評価がなされているからと言って浄水中で検出されない項目   

までもすべて水質基準を設定することは現実的でない。このため、WHOの  

“10－fold concept”（飲料水水質ガイドライン第3版の検討に当たり採用さ   

れている考え方で、ガイドライン値原案の1／10を超えて検出される場合に   

ガイドライン値を設定しようとするもの）を参考とし、以下のとおり水質基   

準項目の要件を定めている。  

二止」ニ山L址吐＿＿＿：い・十に－・∴症～li二こさ・、・こ∴ト1川トニこい・∴「；十‥さ・   

の高い項目（特異値によるものを除く。）を水質基準項目とする。  

・水銀、シアン等水道法第4条に例示されている物質については、過去の経   

緯を踏まえ、上記要件にかかわらず水質基準項目として維持する。  

・なお、毒性評価が暫定的なものである場合には、上記要件に合致する場合   

であっても水質基準項目とせず、水質管理目標設定項目とする。（WHO－   

GDWQではTDI設定において用いる不確実係数積が1，000を超える場合に当   

該TDIを暫定値として扱っている。）  
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（2）水質管理目標設定項目   

水質管理目標設定項目は、毒性評価値が暫定的であったり、検出レベルは   

高くなく水質基準項目とすることは見送られたものの水道水質管理上注意   

喚起すべきものとして関係者の注意を喚起するためのカテゴリーであり、分   

類要件は以下のとおりである。  

・水質基準には該当しないものの、躯こおいて評価値の   

1／10を超えて検出されるおそれのある項目を水質管理目標設定項目とす  

る。  

（3）農薬   

農薬については、散布地域や散布時期が限定的であり、個別の農薬につい   

て見た場合には水質基準項目等に分類されることは希である。しかしながら、   

農薬については国民の関心が高く、特別の取扱が必要であることから、以下   

のとおり取り扱い、国民、需用者の安心を確保していくこととされた。  

①水質基準の分類要件に該当する農薬については、個別に水質基準を設定  

②上記①に該当しない農薬については、下記の式による検出指標値DIが1を   

超えないこととする「総農薬方式」により水質管理目標設定項目に位置づ   

ける。なお、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目  

標値である。  

エビ＝   

測定を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して   

適切に選定することを基本としており、当該選定作業に資するために、検出   

状況、使用量などを勘案し、水道水中で検出される可能性の高い農薬をリス  

トアップ（第1候補群）しているところである。   

なお、検出指標値DIは浄水処理のための管理指標であり、1を超えた場   
合には活性炭処理の追加等により浄水処理に万全を期すべきであるが、直ち   

に人の健康への悪影響が危倶されるものではない。   

（4）その他   

ア．要検討項目  

以上のほか、毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の理由か   

ら水質基準項目等への分類ができない 項目については、要検討項目として、   

主として国において必要な情報・知見の収集に努めていくべきとされてい  

る。  

イ．水道水質基準等の逐次改正  

上述の考え方に基づき、平成15年4月の答申においては、水質基準項目  

－4－   



として50項目（健康関連30項目、生活上支障関連20項目）、水質管理目  

標設定項目として27項目（健康関連15項目（第1候補群101農薬からな  

る農薬類を含む。）、生活上支障関連12項目）及び要検討項目40項目が選  

定された。   

穿在、食品安全委員会筈による慶廟＝の禅学鰯を潜ま元た逐次βタな／水  

質監準筈の局虐‘Lを行うとと邑に、ノ争水〆こおげる炭査データの夢好や鮒  

凍上労の変化筈に対応Lた分野のノ屠虐‾Lノ方演者〆ごつい丁鮒を虐め丁いると  

ころである。  
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＜参 考＞ 水道法（昭和32年法律第177号）（抄）  

（水質基準）  

第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでな  

ければならない。   

一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生  

物若しくは物質を含むものでないこと。   

ニ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。   

三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこ  

と。   

四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。   

五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。   

六 外観は、ほとんど無色透明であること。  

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  

水道水質基準（平成21年7月1日現在）  

▲ ‾  ‾   ‾  ■      ■ －   －    ■▲ ▼ ■  ▼l  ヽ ■■ ▼l l l ■  l  1 ■ ■▲▲  

「’’‾▼、▼‾l▲、‾’▲’▼  

1mlの検水で形成され  

る集落数が100以下  
一般細菌  総トリハロメタン  0．1mg／L以下  

大腸菌  検出されないこと  トリクロロ酢酸  0．2mg／L以下  

！ヵドミウム及びその化  カドミウムの量に関し  

て、0．01mg／L以下  
ブロモジクロロメタン  0．03mg／L以下  

水銀の量に関して、  

0，0005mg／L以下  
芦ブ。モホルム  水銀及びその化合物  †0・09mg／L以下  

‡ホルムアルデヒド  
セレンの量に関して、  

0．01mg／L以下  
セレン及びその化合物  0．08mg／L以下  

亜鉛及びその化合物  
鉛の量に関して、  

0．01mg／L以下  

亜鉛の量に関して、  

1．Omg／L以下  
鉛及びその化合物  

ヒ素の量に関して、  

0．01mg／L以下  

アルミニウム及びそ  

の化合物  

アルミニウムの量に関  
ヒ素及びその化合物  

して、0・2mg／L以下  

六価クロムの量に関し  

て、0．05mg／L以下  
鉄の量に関して、  

0．3mg／L以下   
六価クロム化合物  鉄及びその化合物  

ームー  



l‥‥l＿    一項  

ミ シアンの量に関して、  

！0．01mg／L以下  
シアン化物イオン及び  

塩化シアン  

銅の量に関して、  

1．Omg／L以下  
銅及びその化合物  

J
「
 
 

硝酸態窒素及び亜硝酸  

態窒素  

さナトリウム及びその  

化合物  

ナトリウムの量に関  

て、200mg／L以下   

マンガンの量に関し  

て、0．05mg／L以下  

10mg／し以下  

マンガン及びその化  

合物  

フッ素の量に関して、  

0．餌g／L以下  
フッ素及びその化合物  

ホウ素の量に関して、  

1．Omg／L以下  
ホウ素及びその化合物  塩化物イオン  200mg／L以下  

▲■  ■  l  ‾▼ ‾     l   ▲ ‾  

カルシウム、マグネシ  

ウム等（硬度）  
ざ 四塩化炭素  0．002mg／L以下  300mg／L以下  

1，4－ジオキサン  0．05mg／し以下  ミ蒸発残留物  500mg／L以下  

シスー1，2－ジクロロエチ  

レン及びトランスー1，2一0．04mg／L以下  

ジクロロエチレン  

陰イオン界面活性剤  0．2mg／L以下  

0．00001mg／L以下  ジクロロメタン  0．02mg／L以下  ジェオスミン  

2－メチルイソボルネ  

オール  
テトラクロロエチレン0．01mg／し以下  0，00001mg／L以下  

ト  
トリクロロエチレン iO．03mg／L以下  非イオン界面活性剤  0．02mg／L以下  

▲【1■‾、＋▼‾■【一■ 

フェノールの量に換算  

して、0，005mg／L以下  
ベンゼン  0．01mg／L以下  フェノール類  

有機物（全有機炭素  

（TOC）の量）  
0．6mg／L以下  塩素酸  3mg／L以下  

クロロ酢酸  

クロロホルム  

0．02mg／L以下  

0．06mg／L以下  

と5．8以上8．6以下  

異常でないこと  

】0．04mg／し以下  異常でないこと  ジクロロ酢酸  

ジプロモクロロメタンO．1mg／L以下  5度以下  

2度以下  臭素酸  0．01mg／L以下  
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水質管理目標設定項目（平成21年7月1日現在）  

■l  聖・・雛項弘ヨ．目．              ヽ  
【一  

アンチモン及びその  

化合物  巨言ざ吉宗££崇  

カルシウム、マグネ  

シウム等・（硬度）  

10mg／L以上100mg／L  

以下  

ウラン及びその化合  

物  

ウランの量に関して、  

0．002mg／L以下（暫定）  

マンガン及びその化  

合物  

マンガンの量に関し  

て、0．01mg／L以下  

ニッケル及びその化  

合物  

ニッケルの量に関し  

て、0．01mg／L（暫定）  
20mg／L以下  

1．1，トトリクロロエ  

タン  
亜硝酸態窒素  0．05mg／L以下（暫定）  0．3mg／L以下  

「
 
 
 
 
．
∵
 
 
 
．
 
 

メチルートプチルエ  

ーテル  
1，2－ジクロロエタン  0．004mg／L以下  0．02mg／L以下  

有機物等（過マンガ  

ン酸カリウム消費  

量）  

1．2－トリクロロエ  
0．006mg／L以下  3mg／L以下  

∵
 
 0．2mg／L以下  臭気強度（TON）  3以下  

フタル酸ジ（2－エチル  

ヘキシル）  

30mg／L以上200mg／L  

以下  
0．1mg／L以下  蒸発残留物  

亜塩素酸   

二酸化塩素  

0．6mg／L以下  1度以下  
｝ 一 －  

1         ■      、  

0．6mg／L以下  甲H値  

「‾’■＋【，‾＋  

度
 
 

5
 
 
 

7
 
 

ジクロロアセトニト  

リル  

腐食性（ランゲリア  

指数）  

－1程度以上と  

力0に近づける  

1mlの検水で形成さ  

れる集落数が2．000  

以下（暫定）  

抱水クロラール  0．02mg／L以下（暫定）  従属栄養細菌  

仙
 
㈲
 
L
廟
 
＋
 
 

検出値と目標値の比  

の和として、1以下  

1，トジクロロエテレ  
0．1mg／L以下  

アルミニウム及びそ  

の化合物  

アルミニウムの量に  

関して、0．1mg／L以下   
残留塩素  1mg／L以下  
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清涼飲料水中の汚染物質及び化学物質（農薬を除く）  

に係る規格基準の設定方針について  

1．規格基準の枠組   

現行は、ミネラルウオーター類とその他の清涼飲料水に区分し、製品の規  

格（成分規格）と原料水の基準（製造基準）により規制を行っている。  

（1）ミネラルウオーター類   

・水のみを原料とする。   

・一般的に殺菌又は除菌以外の処理は行われない。   

→現行の原料水の基準を廃止し、製品の規格に統合して規制を行うことが  

適当。   

（2）清涼飲料水（ミネラルウオーター類を除く）   

・水以外に多種多様な原材料を配合して製造される。   

・製造工程中又は製造後に生じる物質もある。   

→現行どおり、原料水の基準により重点的に規制を行うことが適当。  

製造により生じる物質は、製品の規格で規制する。  

2．規格基準設定項目の選定   

飲料水（清涼飲料水の原料水を含む）において規制される汚染物質及び化   

学物質は、人の健康の保護に関する項目（健康関連物質）と性状に関する項   

目（性状関連物質）に区分される。  

（1）健康関連物質（参考1）  

リスク評価に基づく許容摂取量及び曝露評価に基づき基準値設定   

（2）性状関連物質（参考2）  

生活利用上、障害を生じるおそれのある濃度レベルに基づき基準値設定  

＜項目選定において参照すべき基準等＞   

・水道法水質基準   

・WHO飲料水水質ガイドライン第3版   

・Co d e xナチュラルミネラルウオーター規格  
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・我が国特有の事情等により基準値設定の必要な場合（水道法水質管理目  

標の健康関連物質等）  

3．基準値の設定及び曝露量の試算  

（1）閥値が設定される物質  

水道法水質基準において、WHO等で飲料水の水質基準設定に当たって   

広く採用されている手法を基本として、基準値の設定が行われている。具   

体的には、食品、空気等他の曝露源からの寄与を考慮した上で、対象物質   

の一日推定曝露量が、基本的に以下の条件で許容一日摂取量（TDI）を   

超えないことを確認する。   

・人が1日に飲用する水の量：2L   

・人の平均体重：50kg（WHOでは60kg）   

・水経由の曝露割合としてTDIの10％（消毒副生成物については20％）   

（2）閥値が設定されない物質  

遺伝毒性／発がん性を有するなど閥値が設定されない物質について手写、食   

品安全委員会において、当該物質の摂取により生涯を通じたリスク増分が   

10‾5となるリスクレベルをもってTDIに相当する値を算出する手法が用  

いられている。  

4．その他  

（1）農薬の取扱い  

汚染物質として原料水に含まれる農薬や原料農産物に由来する農薬につ   

いては、残留農薬等のポジティブリスト制度との整合を考慮した上で、別   

途検討が必要。   

（2）水以外の原料等に起因する物質の取扱い  

原料農産物に由来する重金属や、製造工程において生じる化学物質等に   

ついては、清涼飲料水の製品の規格として、別途検討が必要。  

ー2－  
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＜参考1＞水道法水質基準の健康関連物質（30項目）  

項目 基準嘩（mg／り   j項 目 巻轟値叫岳／軒   

一般細菌   100個／ml   ジクロロメタン   0．02   

大腸菌   不検出   テトラクロロエチレン   0．01   

カドミウム   0．01   トリクロロエチレン   0．03   

水銀   0．0005   ベンゼン   0．01   

セレン   0．01   塩素酸   】  0．6  

鉛   0．01   臭素酸   0．01   

ヒ素   0．01   クロロホルム   0．06   

六価クロム   0．05   ジプロモクロロメタン   0．1   

シアン   0．01   ブロモジクロロメタン   0．03   

硝酸／亜硝酸態窒素   10   ブロモホルム   0．09   

フッ素   0．8   総トリハロメタン   0．1   

ホウ素   1．0   クロロ酢酸   0．02   

四塩化炭素   0．002 ジクロロ酢酸   0．04   

ユ，4－ジオキサン   0．05   トリクロロ酢酸   0．2   

シス／トランスー1，2－ジ  

クロロエチレン   
0．04   ホルムアルデヒド   0．08   

＜参考2＞水道法水質基準の性状関連物質（20項目）  

項、∴目   基準階（m草／1）   ‡項計 口   基準偉（鵬／I） 

亜鉛   1．0   非イオン界面活性剤   0．02   

アルミニウム  
u   

0．2  フェノール類   0．005   

塩化物イオン   200   2－メチルイソボルネオール   0．00001   

硬度（Ca，Mg）   300   有機物（TOC）   3   

鉄   0．3   味   異常でなし、   

銅   1．0   色度   5度   

ナトリウム   200   臭気   異常でない   

マンガン   0，05   蒸発残留物   500   

陰イオン界面活性剤   0．2   濁度   2度   

ジェオスミン   0．00001   pH   5．8～8．6   
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